
青森県武道館の管理運営状況 

（平成３１年度～４年度指定期間評価） 
 

県所管課 教育庁スポーツ健康課 

指定管理者 公益財団法人弘前市スポーツ協会 

 会長 春藤 英徳 

指定期間 平成３１年４月１日～令和６年３月３１日 

指定期間評価対象期間 平成３１年４月１日～令和５年３月３１日 

 

１ 管理業務の実施状況 

業務区分 概   要 

武道その他体育・スポー

ツの普及・振興に関する

業務 

（1）青森県武道館ダンスワークショップ「SPECIAL DANCE」 

 プロダンサーを招聘し、中学生・高校生・一般等を対象に最先

端のダンスの基礎と技術を習得する機会を提供し、ダンスの普

及・振興を図った。 

（2）青森県武道館「親子スポーツチャンバラ道場」 

 子供たちの体力向上に向け、体を動かす機会を提供し、地域の

スポーツの普及・振興を図った。 

（3）トップアスリート交流柔道教室 

 ALSOK柔道部に協力を仰ぎ、トップアスリートと地域の小・中・

高校生との交流を実現させ、競技力の向上と健全な精神の育成を

図った。 

（4）青森県武道館小学生・中学生相撲大会 

  小学 4 年生から中学 3 年生までの相撲競技者を対象に、日頃の

練習の成果を発揮する機会を提供するとともに、競技力の向上と

健全な精神の育成を図った。 

（5）県立・県営施設合同企画事業（県内１２施設）「青森スポー

ツ＆カルチャースタンプラリー」 

県内の体育施設と文化施設が共同事業を展開することで、県有

施設間の共通理解と連携を深め、各施設の活性化と利便性の向上

を図った。 

施設の維持管理業務 利用者の快適、かつ安全な利用を図るため、施設等を清潔に保

ち、さらにその機能を正常に保持するため、適正な管理と建築物

における法令に沿った保守点検等を実施した。 

自主事業の実施 総合武道場としての特色を活かすとともに、競技人口の増加と

競技力の向上を図り、武道振興の一助とするため、柔道、空手道、

少林寺拳法、剣道、なぎなた、弓道の各種武道教室について、感

染症対策を徹底した上で開催した。 

 

２ 管理施設の利用状況 

利用指標 年 度 計 画 実 績 計画対比 前年度対比 

利用者数（人） 

Ｒ １ 208,500 143,113 68.6％ 72.6％ 

Ｒ ２ 202,500 92,816 45.8％ 64.9％ 

Ｒ ３ 175,600 88,954 50.7％ 95.8％ 

Ｒ ４ 133,000 135,275 101.7％ 152.1％ 

平 均 179,900 115,040 63.9％  

使用料収入（円） 

Ｒ １ 28,411,657 20,421,470 71.9％ 77.3％ 

Ｒ ２ 28,672,000 14,620,670 51.0％ 71.6％ 

Ｒ ３ 28,672,000 12,135,500 42.3％ 83.0％ 



 

 

Ｒ ４ 28,672,000 18,475,230 64.4％ 152.2％ 

平 均 28,606,914 16,413,218 57.4％  

【総評】 

 新型コロナウイルス感染症の影響もあり、令和４年度の利用者数を除き利用者数及び使用料

金収入ともに計画を下回ったが、感染症対策を行った上で各種事業を実施したほか、各団体と

の交流・連携に積極的に取り組んでおり、社会状況の変化に対し適切に対応・運営し、計画達

成のための努力が行われたと認められる。 

 

３ 評価結果 

評価項目 県所管課 

評価 コメント 

①サービスの維持・向上に

向けた取組みが適切に行

われているか。 

４ 

評価期間を通して管理業務仕様書等の内

容が満たされているとともに、有資格者を配

置した効率的なトレーニング方法の指導や

利用者の希望に応じた柔軟な対応等を実施

し、サービスの向上に取り組んだ。 

また利用者からの意見への対応や円滑な

大会の運営等を行い、サービスを維持した。 

②利用促進に向けた取組み

が適切に行われているか。 

 
４ 

評価期間を通して管理業務仕様書等の内

容が満たされているとともに、ホームページ

から広く情報を提供するなど利用促進に取

り組んだ。 

③施設、設備及び備品の維

持管理及び修繕が適切に

行われているか。 
５ 

評価期間を通して管理業務仕様書等の内

容が満たされているとともに、安全・安心・

快適な環境を確保しており、利用者からも評

価を得ている。 

④緊急時の対応・安全管理

などの危機管理が適切に

行われているか。 
３ 

評価期間を通して年３回の消防訓練を実

施するなど適切に安全対策を講じている。 

⑤指定管理料が適正に執行

されているか。 ３ 

評価期間を通して日常の見回り等経費削

減に向けた取組をしており、指定管理料が適

正に執行されている。 

⑥成果目標達成のための努

力が行われ、成果が上がっ

ているか 
３ 

新型コロナウイルス感染症の影響下にお

いて、感染症対策を行った上で管理運営を継

続し、広報活動や各種事業の実施に尽力した

ものと考える。 

⑦個人情報の保護に対する

体制の構築・取組みを行

っているか 

３ 

個人情報の保護に対する必要な体制が構

築され、適切に管理されている。 

総合評価 ４ 

  評価期間を通して管理業務仕様書等の内

容が満たされている。 

（①～⑦の平均：３．６） 

○評価基準 

５（秀）：業務水準書等の内容を上回り、特筆すべき実績をあげている 

４（優）：業務水準書等の内容を上回り、優れた実績をあげている 

３（良）：業務水準書等の内容が満たされている 

２（可）：業務水準書等の内容が満たされず、一部改善を要する 

１（不可）：業務水準書等の内容が満たされず、重大な改善を要する 


